
 

議案第３８号 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

                  山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１６及び別表第１８中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第３８号参考資料 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１６（第２条関係） 別表第１６（第２条関係） 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第 

８４号。以下この表において「法」という。）に関する事務 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第 

８４号。以下この表において「法」という。）に関する事務 

 名称 事務 金額 

１ （略） （略） （略） 

備考 

１～７ （略） 

８ オに係る申請書に、建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１５条第１項の登録建

築物エネルギー消費性能判定機関（以下こ

の表及び別表第１８において「登録建築物

エネルギー消費性能判定機関」という。）

が作成した適合証の添付がある場合の手数

料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の

手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの  

１０５，０００円 

(2) ３００平方メートル以上のもの  

１３４，０００円 

 名称 事務 金額 

１ （略） （略） （略） 

備考 

１～７ （略） 

８ オに係る申請書に、建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１５条第１項の登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関（以下この表及び

別表第１８において「登録建築物エネルギー

消費性能判定機関」という。）が作成した適

合証の添付がある場合の手数料の金額は、次

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を前記の手数料の金額から減

じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの  

１０５，０００円 

(2) ３００平方メートル以上のもの  

１３４，０００円 
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９～１３ （略） 

２ （略） （略） （略） 

備考 

１～１３ （略） 
 

９～１３ （略） 

２ （略） （略） （略） 

備考 

１～１３ （略） 
 

 

別表第１８（第２条関係） 

 

別表第１８（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以 

下この表において「法」という。）に関する事務 

（略） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下 

この表において「法」という。）に関する事務 

（略） 

 

 


